
開催概要 

平成２６年２月５日（水） 13:00 - 17:３0 

■会  場  東北自治総合研修センター（宮城県黒川郡富谷町成田2-22-1）  

■対  象  総務省復興支援員、復興支援員設置県市町担当者、関係団体担当者 

       行政職員、NPO・地域活動団体職員、地域住民 等 

■聴講費・お申込み  無料｜〆切：２月4日(火) 裏面より申し込み下さい 

 

 

講師・コーディネーター紹介 

■講師 

（基調講演） 

 

 

■ファシリテーター 
 （パネルディスカッション） 

平成２５年度 

復興支援員「研修報告会」 

報告会スケジュール 

■開催挨拶・制度紹介・主旨説明 13:00-13:20 

■基調講演 13:20-14:10 

「（仮）復興支援員の可能性と課題」  

 講師：稲垣文彦氏 

■活動事例報告 14:20-15:50 

■パネルディスカッション  16:10- 

 コーディネーター：藤沢烈氏 

■主  催 総務省・宮城県・岩手県・福島県 

■企画運営 （特活）せんだい・みやぎNPOセンター みやぎ連携復興センター 

参加自由・無料 
 

宮城県内で活動する 

・地域おこし協力隊 
・復興応援隊 

の合同報告会です 

稲垣 文彦（いながき・ふみひこ）氏 
（公社）中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長 
 

2005年5月、中越復興市民会議を創設、事務局長に就任。現在は地
域復興支援員の人材育成等に従事。また、集落支援員や地域おこし
協力隊等をネットワークする地域サポート人ネットワーク全国協議
会の設立に尽力、集落支援員・地域おこし協力隊の研修を担当。 
１２年４月より、ながおか市民協働センター長に就任（兼務）。市
民協働のまちづくりにも力を入れる。 

藤沢 烈（ふじさわ・れつ）氏 
一般社団法人 ＲＣＦ復興支援チーム 代表理事 
 

経営コンサルティングを本業とし、数多くのベンチャー企業やＮＰ
Ｏのスタートアップ支援・経営革新に取り組んだ。東日本大震災を
機に復興の活動へ注力。自らの会社「ＲＣＦ」にて復興事業立案、
調整を行う復興コーディネーター集団である「復興支援チーム」を
結成し、「仮設住宅」「教育」「雇用」「水産業」などのニーズに
関する調査をもとに、行政や地域団体、支援企業と連携した支援策
の実施を推進している。 

平成２５年度  

復興支援員  
研修報告会  
岩手・宮城・福島の三県で活動する総務省  
復興支援員の合同報告会を開催します 

聴 講 者 募 集  
参 加 費 無 料  

聴講には申し込みが必要です。
詳細は裏面をご覧下さい。 



■東北自治総合研修センター 

〒981-3341 宮城県黒川郡富谷町成田二丁目22-1 

公益財団法人東北自治研修所 電話：022-351-5771 
 

■交通方法の御案内 
≪お車でお越し頂く場合≫ 
○東北自動車道をご利用の場合は、東北自動車道 泉ＩＣで降り、 
 国道４号を北上（大崎市・盛岡方面）し、イオン富谷 ショッ  
 ピングセンターのある交差点を右折し、４つ目の信号 機を左 
 折してください。「東北自治総合研修センター」の案内標識を 
 確認してください。 
○その他の方面から来館される場合は、「新富谷ガーデンティ」 
 内に案内標識を設置していますので、確認してください。 
○駐車場270台（無料・申し込み不要） 
 

≪バスでお越し頂く場合≫ 
○仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」バスプール５番乗り場から、 
 宮城 交通バス「新富谷ガーデンシティ」方面行（内回り・外 
 回りどちらで も可）または吉岡行きに乗車（約２０分）、 
 「自治研修センター前」で下車し、徒歩約５分で到着。 
○バスの片道料金は３５０円。 
 

≪タクシーでお越し頂く場合≫ 
○仙台市営地下鉄「泉中央駅」から約１５分。 
○料金は約２，０００円。 

所属団体名 

連絡先 
電話：            ＦＡＸ： 
  
e-mail： 

職名・氏名 

職名 氏名 

職名 氏名 

職名 氏名 

※参加申込証等は発行いたしませんので，お申し込みいただいた方は，当日，直接会場受付までお越しください。 

添書不要です。そのまま送信してください。（〆切：2月4日（火）まで） 
下記に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは電子メールでお申し込みください。 

  申込先：特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンター 
     みやぎ連携復興センター 小林・中沢・小西あて 
       FAX：022-748-4552  E-mail ： renpuku@gmail.com  
   

平成25年度 復興支援員研修報告会 聴講申し込み書 

参加申し込み欄 

会場のご案内 

総務省復興支援員とは 

復興支援員制度は、東日本大震災による災害からの地域復興に向けた、総務省が
所管する「人による地域復興支援」の取り組みです。被災者の見守りやケア、地
域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、被災地コミュニ
ティ再構築を図ることを目的に、概ね1年以上最長5年の期間、地方公共団体が定
める復興計画やそれに基づく要領等を根拠とし、被災地域内外の人材を委嘱する
ことが出来ます。 
 

詳細については、総務省ホームページをご覧ください。 

総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地域力の創造・地方の再生 > 復興支援員 

 


